
道
路
交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

高
齢
運
転
者
等
の
交
通
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

一

高
齢
運
転
者
等
に
係
る
駐
停
車
規
制
の
特
例
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
四
十
五
条
の
二
、
第
四
十
九
条
の
二
、
第
四

十
九
条
の
四
、
第
百
十
九
条
の
二
、
第
百
十
九
条
の
三
、
第
百
二
十
条
、
第
百
二
十
一
条
及
び
別
表
第
一
関
係
）

（
一
）
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
掲
示
し
た
普
通
自
動
車
は
、
駐
車
又
は
停
車
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
道
路
の
部
分
の
う
ち
道
路

標
識
等
に
よ
り
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
駐
車
又
は
停
車
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
道
路
標
識
等
に
よ
り
、
時
間
制
限
駐
車
区
間
を
高
齢
運
転
者
等
標
章
を
掲
示
し
た
同
一

の
普
通
自
動
車
に
限
り
引
き
続
き
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の
区
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
。

（
三
）
高
齢
運
転
者
等
標
章
の
譲
渡
し
及
び
貸
与
を
処
罰
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

車
間
距
離
保
持
義
務
違
反
に
係
る
法
定
刑
の
引
上
げ
（
第
百
十
九
条
関
係
）

高
速
自
動
車
国
道
又
は
自
動
車
専
用
道
路
に
お
い
て
車
間
距
離
保
持
義
務
に
違
反
す
る
行
為
を
し
た
者
に
係
る
法
定
刑



を
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

三

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
に
関
す
る
規
定
の
整
備
（
第
百
八
条
の
二
十
九
関
係
）

地
域
交
通
安
全
活
動
推
進
委
員
の
活
動
に
、
高
齢
者
、
障
害
者
そ
の
他
そ
の
通
行
に
支
障
の
あ
る
者
の
通
行
の
安
全
を

確
保
す
る
た
め
の
方
法
に
つ
い
て
住
民
の
理
解
を
深
め
る
た
め
の
運
動
の
推
進
を
加
え
る
こ
と
と
す
る
。

四

高
齢
運
転
者
標
識
表
示
義
務
の
見
直
し
（
附
則
第
二
十
二
条
関
係
）

七
十
五
歳
以
上
の
者
は
高
齢
運
転
者
標
識
を
付
け
な
い
で
普
通
自
動
車
を
運
転
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
規
定
は
、
当

分
の
間
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
す
る
。

第
二

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

（
一
）
（
二
）
及
び
（
三
）
を
除
き
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令

で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
二
）
第
一
の
四
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

（
三
）
第
一
の
二
及
び
三
に
つ
い
て
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日



か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
す
る
。

二

所
要
の
経
過
措
置
を
設
け
る
。


